


 

 

さいたま市規則第５１号 

   さいたま市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の管理職手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則第４１号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

給

料

表 

職

務

の

級 

職 手当額 

行

政

職

給

料

表 

８

級 

局長 

公室長 

本部長 

区長 

副教育長 

理事（市長が定

める者に限る。

） 

１４５，０００円 

 会計管理者 

選挙管理委員会

事務局、人事委

員会事務局、監

査事務局及び農

業委員会事務局

の事務局長 

 

総合政策監 

情報統括監 

危機管理監 

１３５，０００円 

  理事 １２７，０００円 

 ７

級 

部長（さいたま

市区役所等事務

分掌規則（平成

１５年さいたま 

市規則第８８号。

以下「区役所等 

１２０，０００円 

給

料

表 

職

務

の

級 

職 手当額 

行

政

職

給

料

表 

８

級 

局長 

公室長 

本部長 

区長 

副教育長 

理事（市長が定

める者に限る。

） 

１３７，０００円 

 会計管理者 

選挙管理委員会

事務局、人事委

員会事務局、監

査事務局及び農

業委員会事務局

の事務局長 

理事 

総合政策監 

情報統括監 

危機管理監 

 

１２７，０００円 

 ７

級 

部長（さいたま

市区役所等事務

分掌規則（平成

１５年さいたま 

市規則第８８号。

以下「区役所等 

１１２，０００円 



 

 

  事務分掌規則」

という。）第２

条に規定する部

の長を除く。） 

室長（出納室の

長をいう。） 

東京事務所長 

広報監 

行政管理監 

副理事（市長が 

定める者に限る。

） 

 

  副区長 

生涯学習総合セ

ンター及び中央

図書館の館長 

所長（さいたま

市事業所事務分

掌規則（平成１

５年さいたま市

規則第８７号）

別表第１に規定

する第１類事業

所（東京事務所

を除く。）の長

をいう。） 

 

１０８，０００円 

  副理事 １００，０００円 

 ６

級 

部長（区役所等

事務分掌規則第

２条に規定する

部の長をいう。

） 

室長（区役所等

事務分掌規則第

２条に規定する

くらし応援室の

長をいう。） 

次長 

中央図書館副館

長 

事務局次長 

参事（市長が定

める者に限る。

） 

９６，０００円 

  ［略］ 

 ５

級 

課長又はこれに

相当する職（区

役所等事務分掌

規則第２条に規 

８０，０００円 

  事務分掌規則」

という。）第２

条に規定する部

の長を除く。） 

室長（出納室の

長をいう。） 

東京事務所長 

広報監 

行政管理監 

副理事（市長が 

定める者に限る。

） 

 

  副区長 

生涯学習総合セ

ンター及び中央

図書館の館長 

所長（さいたま

市事業所事務分

掌規則（平成１

５年さいたま市

規則第８７号）

別表第１に規定

する第１類事業

所（東京事務所

を除く。）の長

をいう。） 

副理事 

 

１００，０００円 

 ６

級 

部長（区役所等

事務分掌規則第

２条に規定する

部の長をいう。

） 

室長（区役所等

事務分掌規則第

２条に規定する

くらし応援室の

長をいう。） 

次長 

中央図書館副館

長 

事務局次長 

参事（市長が定

める者に限る。

） 

９３，０００円 

  ［略］ 

 ５

級 

課長又はこれに

相当する職（区

役所等事務分掌

規則第２条に規 

７７，０００円 



 

 

  定する課、室及

び保健センター

の長を除く。） 

副所長 

事務長 

大宮盆栽美術館、

岩槻人形博物館、

うらわ美術館及

び生涯学習総合

センターの副館

長 

さいたま市事業

所事務分掌規則

別表第１に規定

する第２類事業

所又はさいたま

市教育委員会事

務局組織規則第

４条第３項に規

定する第２類の

施設又は機関の

長 

副参事（市長が 

定める者に限る。

） 

 

  課長又はこれに

相当する職（区

役所等事務分掌

規則第２条に規

定する課、室（

くらし応援室を

除く。）及び保

健センターの長

をいう。） 

支所長 

保育園長 

 

 

 

 

６８，０００円 

  工事検査員 

副参事 

主席管理主事 

主席指導主事 

６５，０００円 

 ［略］ 

医

療

職

給

料 

６

級 

副理事 

健康科学研究セ

ンターの所長 

１００，０００円 

［略］ 

［略］ 

  定する課、室及

び保健センター

の長を除く。） 

副所長 

事務長 

大宮盆栽美術館、

岩槻人形博物館、

うらわ美術館及

び生涯学習総合

センターの副館

長 

さいたま市事業

所事務分掌規則

別表第１に規定

する第２類事業

所又はさいたま

市教育委員会事

務局組織規則第

４条第３項に規

定する第２類の

施設又は機関の

長 

副参事（市長が 

定める者に限る。

） 

 

  課長又はこれに

相当する職（区

役所等事務分掌

規則第２条に規

定する課、室（

くらし応援室を

除く。）及び保

健センターの長

をいう。） 

支所長 

保育園長 

工事検査員 

副参事 

主席管理主事 

主席指導主事 

 

 

 

 

６５，０００円 

 ［略］ 

医

療

職

給

料 

６

級 

副理事 

 

 

１００，０００円 

［略］ 

［略］ 



 

 

表

⑵ 

 

 ［略］ 

消

防

職

給

料

表 

９

級 

局長 １４５，０００円 

 ［略］ 

８

級 

部長 １２０，０００円 

署長 

副理事 

１０８，０００円 

７

級 

署長 

次長 

９６，０００円 

副署長 

 

８５，０００円 

参事 ８２，０００円 

６

級 

副署長 

課長 

室長 

８０，０００円 

出張所長 

 

６８，０００円 

副参事 ６５，０００円 
 

表

⑵ 

 

 ［略］ 

消

防

職

給

料

表 

９

級 

局長 １３７，０００円 

 ［略］ 

８

級 

部長 １１２，０００円 

署長 

副理事 

１００，０００円 

７

級 

署長 

次長 

９３，０００円 

副署長 

参事 

 

８２，０００円 

６

級 

副署長 

課長 

室長 

７７，０００円 

出張所長 

副参事 

６５，０００円 

 

  

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


